
Ⅰ．養護者による虐待事案への対応方法について

【速報版】虐待対応における課題把握のためのアンケート結果（障害者生活支援センター）
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緊急性の判断をしている人・機関

福祉事務所長 11

支援課長 31

障害福祉係長 31

支援課担当CW（課長,係長以外） 27
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通報受付後直ちに 30

安全確認、事実確認調査後 24

個別ケース会議（安全確認、事実確認

調査を受けて実施）後 15
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緊急性の判断の方法

電話で関係機関と協議 37

必ず支援課長（不在時障害福祉係長）同席

で協議 19

障害福祉係長同席で協議 25

担当CWが関係機関と協議 30
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虐待対応の有無

有り 40

無し 12
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24%
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15%

緊急性の判断の基準

障害者相談支援指針 39

過去の対応経験 25

福祉事務所長・支援課長・障害福祉係長

の判断による 24

関係機関からの助言※ 16
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事実確認をしている人・機関

支援課長 12

障害福祉係長 31

支援課担当CW（課長,係長以外） 39

権利擁護支援員 26

支援センターCW（権利擁護支援員以外） 39

高齢・障害者権利擁護センター 4

その他※ 5

40%

60%

事実確認の時期

通報受付後直ちに（緊急性の判断前） 21

緊急性の判断後 31

40%

21%

31%
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事実確認の方法

訪問 39

電話 21

区役所等で聴き取り 31

その他※ 8

2



30%

28%

31%

11%

事実確認の実施期限

12時間以内 18

24時間以内 17

48時間以内 19
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立入調査実施の判断をしている人・機関

福祉事務所長 18

支援課長 27

障害福祉係長 27

支援課担当CW（課長,係長以外） 20

権利擁護支援員 15

支援センターCW（権利擁護支援員以外） 15

高齢・障害者権利擁護センター 4

その他※ 1

39%

19%

33%
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立入調査実施の判断基準

障害者相談支援指針 30

過去の対応経験 15

福祉事務所長・支援課長・障害福祉係

長の判断による 26

関係機関からの助言※ 7

12%

22%

25%
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1%
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支援課長 17

障害福祉係長 31

支援課担当CW（課長,係長以外） 36

権利擁護支援員 23

支援センターCW（権利擁護支援員以外） 28

高齢・障害者権利擁護センター 2

その他※ 6

3



26%

28%
22%

23%

1%

どのような場合に立入調査を実施するか

生命又は身体に関わる危険な状態が確認

できた場合 35

生命又は身体に関わる危険な状態が疑わ

れる場合 38

他者と本人を接触させない等、支援に非協

力的な場合 30

長期間本人の安全を確認できず、養護者等

とも接触ができない場合 31

わからない 2
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17%

19%

16%

18%

12%

11%

個別ケース会議構成員

支援課長 15

障害福祉係長 35

支援課担当CW（課長,係長以外） 40

権利擁護支援員 33

支援センターCW（権利擁護支援員以外） 38

高齢・障害者権利擁護センター 24

その他※ 23

51%
49%

個別ケース会議開催期限

その都度設定している 21

特に設定していない 20

60%

34%

6%

個別ケース会議録の作成

共通様式を用いて記録している 28

共通様式でない独自の書式に記録している 16

特に記録はしていない 3
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17%

21%

24%

17%

17%
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支援方針を決定している人

支援課長 23

障害福祉係長 29

支援課担当CW（課長,係長以外） 32

権利擁護支援員 23

支援センターCW（権利擁護支援員以外） 23

高齢・障害者権利擁護センター 2

その他※ 4

35%

22%

33%

10%

見守りと決定した場合

定期的に状況を確認 33

不定期に状況を確認 21

再び相談・通報が入った時に介入 31

その他※ 10

2%

10%

10%

22%

22%

19%

10%
5%

通報・相談を受けた場合の報告先（未対応者回答）

福祉事務所長 1

支援課長 4

障害福祉係長 4

支援課担当CW（課長,係長以外） 9

権利擁護支援員 9

支援センターCW（権利擁護支援員以外） 8

高齢・障害者権利擁護センター 4

その他※ 2

38%

26%

22%

14%

支援方針の決定基準

障害者相談支援指針 39

過去の対応経験 27

支援課長,障害福祉係長の判断による 22

関係機関からの助言※ 14

5



Ⅱ．施設従事者等による虐待事案への対応方法について

29%

71%

虐待対応の有無

有り 15

無し 36

17%

33%

17%

19%

9%
5%

通報内容の報告先

障害支援課 7

支援課 14

権利擁護支援員 7

支援センターCW（権利擁護支援員以外） 8

高齢・障害者権利擁護センター 4

その他※ 2
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13%
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緊急性の判断をしている人・機関

障害支援課長 8

障害支援課担当（課長以外） 8

福祉事務所長 5

支援課長 11

障害福祉係長 8

支援課担当CW（課長,係長以外） 6

権利擁護支援員 6

支援センターCW（権利擁護支援員以外） 5

高齢・障害者権利擁護センター 2

その他※ 2

わからない 1

13%

18%

7%

16%

20%

11%

13%

2%

事実確認、訪問調査をしている人・機関

障害支援課長 7

障害支援課担当（課長以外） 10

支援課長 4

障害福祉係長 9

支援課担当CW 11

権利擁護支援員 6

支援センターCW（権利擁護支援員以外） 7

高齢・障害者権利擁護センター 1
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Ⅲ．障害者相談支援指針について

4%
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12%

16%

16%
13%

16%

10%
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個別ケース会議構成員

障害支援課長 3

障害支援課担当（課長以外） 6

支援課長 9

障害福祉係長 12

支援課担当CW（課長,係長以外） 12

権利擁護支援員 10

支援センターCW（権利擁護支援員以外） 12

高齢・障害者権利擁護センター 8

その他※ 4

13%

10%

21%

15%

13%

13%

11%
4%

支援方針を決定している人・機関

障害支援課長 6

障害支援課担当（課長以外） 5

支援課長 10

障害福祉係長 7

支援課担当CW（課長,係長以外） 6

権利擁護支援員 6

支援センターCW（権利擁護支援員以外） 5

その他※ 2

16%

14%

12%

14%

13%

16%

14%

1%

活用方法

緊急性の判断の基準として活用 49

事実確認検討時に参考にする 43

立入調査検討時に参考にする 38

支援方針の決定の基準として活用 42

分離・保護検討時に参考にする 41

虐待対応の流れを確認する際に活用 48

虐待対応における関係機関の役割を確認する

際に活用 43
あまり活用していない 3

100%

活用していない場合の理由

活用する機会が少ないため 3
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Ⅳ．共通様式について

12%

12%

10%

13%12%

10%

12%

7%
6%

5%

1%

活用している様式

フェイスシート 47

アセスメントシート 47

サービス等利用計画 39

サービス調整会議事例検討用紙 47

サービス調整会議報告書 44

支援計画表 39

障害者虐待・差別相談票 44

障害者虐待サインリスト 25

障害者虐待リスクアセスメント・回答シート 22

評定シート 18

その他※ 3

10%

15%

13%

8%
9%

6%

8%

7%

8%

7%
9%

情報の更新や改訂が必要と感じる様式

フェイスシート 19

アセスメントシート 30

サービス等利用計画 26

サービス調整会議事例検討用紙 16

サービス調整会議報告書 18

支援計画表 12

障害者虐待・差別相談票 16

障害者虐待サインリスト 14

障害者虐待リスクアセスメント・回答シート 15

評定シート 14

該当無し 18
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